
１ 生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見直し

（１）生産資材価格の引下げ

生産資材価格の引下げと農業及び生産資材関連産業の国際競争力の強化

を図るため、以下のとおり取り組む。

その際、農林水産省、経済産業省をはじめ政府一体となって取り組む。

① 生産資材は、農業の競争力を左右する重要な要素であり、国は、国内

外の生産資材の生産・流通・価格等の状況を定期的に把握し、公表する。

また、国は、民間活力を最大限に活用しつつ、生産資材の安定供給と

価格引下げのための施策の具体化に努める。

② 生産資材に関する各種法制度（肥料・農薬・機械・種子・飼料・動物

用医薬品等）及びその運用等（法律に基づかない業界団体による自主的

な規制も含む）について、国は定期的に総点検を行い、国際標準に準拠

するとともに、生産資材の安全性を担保しつつ、合理化・効率化を図る。

特に、合理的理由のなくなっている規制は廃止する。

③ 国は、各種生産資材について、メーカーが、適正な競争状態の下で、

高い生産性で生産し、国際水準を踏まえた適正な価格で販売する環境を

整備する。

公正取引委員会も、こうした観点で、徹底した監視を行う。

④ 国は、民間のノウハウを活用して、農業者が各種生産資材の購入先に

ついて、価格等を比較して選択できる環境を整備する。

⑤ 多品種少量生産が低生産性の原因となっている種類の生産資材（肥料

等）については、国は、産地の声をよく聞きながら、各都道府県・地域

の施肥基準等の抜本的見直しを推進し、銘柄数を絞り込む。

⑥ 生産性の低い工場が乱立している種類の生産資材（肥料・飼料等）に

ついては、国は、国際競争に対応できる生産性の確保を目指した業界再

編・設備投資等を推進することとし、政府系金融機関の融資、農林漁業

成長産業化支援機構の出資等による支援を行う。

⑦ メーカーが寡占状態となっている種類の生産資材（農業機械等）につ

いては、国は、ベンチャーを含めた企業の新規参入を推進することとし、

参入しようとする企業に対して、政府系金融機関の融資、農林漁業成長

産業化支援機構の出資等による支援を行う。

⑧ 国は、開発目標（適正機能・合理的価格）を明確にして、民間企業・

研究機関・農業者等の連携により国際競争性を有した農業機械の開発を
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促進する。

また、時代のニーズと合わなくなっている農業機械化促進法を廃止す

るための法整備を進める。

⑨ 農薬については、農産物輸出も視野に入れた国際的対応が特に重要で

あり、国は、ジェネリック農薬の登録のあり方を含め、農薬取締法の運

用を国際標準に合わせる方向で、抜本的に見直す。

⑩ 戦略物資である種子・種苗については、国は、国家戦略・知財戦略と

して、民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築する。

そうした体制整備に資するため、地方公共団体中心のシステムで、民

間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法を廃止するための法

整備を進める。

⑪ 上記改革を推進するため、生産資材に関し、国の責務、業界再編に向

けた推進手法等を明記した法整備を進める。

⑫ 上記改革を推進するため、金融機関による生産資材関連産業の生産性

向上に資する経営支援や資金供給の促進、政府系金融機関や農林漁業成

長産業化支援機構等との連携強化等を図る。

（２）（１）に関連する全農の生産資材の買い方

① 全農の購買事業の見直し

生産資材価格の引下げを図るには、生産資材業界の業界再編と合わせ

て、これに資する全農の生産資材の買い方の見直しが必要である。今後

は、全農は、真に、農業者の立場に立って、共同購入のメリットを最大

化する組織に転換するべく、以下の改革を実行する。

○ 全農は、生産資材に関するあらゆる情報に精通するために、外部の

有為な人材も登用し、生産資材メーカーと的確に交渉できる少数精鋭

の組織に転換する。

○ 全農は、農業者・農協の代理人として共同購入の機能を十分に発揮

する。また、全農は、農業者・農協に対し、価格と諸経費を区別して

請求する。

○ 改革後の全農は、取り扱う生産資材の点数を適切に絞り込みつつ、

国内外における価格水準や、世界標準等の情報を常に収集し、競争入

札等の方式を積極的に導入することによって、農業者が、仕様、品質、

価格面で最も優れた生産資材を調達できるよう支援する。全農が収集

する調達に関する情報は、全国の農協や、農業者で共有できる仕組み
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を整備する。

○ 上記方針を組織体制として明確化するため、全農は、従来の生産資

材購買事業に係る体制を農協改革集中推進期間内に十分な成果が出る

よう年次計画を立てて、機能統合、業務の効率化、人員の配置転換や、

必要であれば関連部門の生産資材メーカー等への譲渡・売却を進める

など、シンプルな体制を構築する。購買事業を担ってきた人材は、今

後、注力すべき農産物販売事業の強化のために充てる。

② 全農（子会社を含む。）の生産資材関連事業の在り方

○ 全農は、生産資材の安定供給を図る目的で原料（肥料原料、飼料原

料など）を輸入する場合は、生産資材メーカーの生産性を十分考慮し

て、当該原料の販売を行う。

○ 全農は、農業者のために、生産資材メーカー・輸入業者に戦略的出

資を行う場合は、その戦略目的を明確にするとともに、その効果を毎

年会員に明示して、目的に即した効果がない場合は、出資を速やかに

見直し、適切な措置を講ずる。

○ また、全農による購買事業において、出資先を特別扱いせず、購入

先の一つとして公正に扱う。
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２ 生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通・加工の業界構

造の確立

（１）生産者に有利な流通・加工構造の確立

現在の食料需給・消費の実態等を踏まえた効率的・機能的で農業者と消

費者双方がメリットを受けられる流通・加工構造を確立するため、以下の

とおり取り組む。

その際、農林水産省、経済産業省をはじめ政府一体となって取り組む。

① 農産物の流通構造や加工構造は、農業の競争力を左右する重要な要素

であり、国は、国内外の農産物の流通・加工の実態等を定期的に把握し、

公表する。

② 国は、農業者・消費者のメリットを最大化するため、農業者・団体か

ら実需者・消費者に農産物を直接販売するルートの拡大を推進するとと

もに、農業者の所得向上に資するよう農業者・団体と食品製造業等との

連携を一層促進する。

また、農業者の努力・創意工夫と消費者のニーズ・評価が双方で情報

交換できるようＩＣＴを最大限に活用するとともに、農産物の規格（従

来の出荷規格・農産物検査法の規格等）についてそれぞれの流通ルート

や消費者ニーズに即した合理的なものに見直す。

③ 農業者は、自らの生産した農産物の強みを生かし高く販売する努力を

行う必要がある。

また、食品小売業者は、消費者の側に見た目にとらわれずに安全で美

味しい商品を評価する意識が広がることにより、不必要なコスト増要因

を除去できるよう、仕入れ、販売戦略上の取組を行う必要がある。

このような取組を支援するため、国は、品質等に応じた価格決定がな

されるよう、地理的表示、規格・認証等の制度の一層の普及を図る。

④ 中間流通（卸売市場関係業者、米卸売業者など）については、抜本的

な合理化を推進することとし、事業者が業種転換等を行う場合は、国は、

政府系金融機関の融資、農林漁業成長産業化支援機構の出資等による支

援を行う。

⑤ 特に、卸売市場については、経済社会情勢の変化を踏まえて、卸売市

場法を抜本的に見直し、合理的理由のなくなっている規制は廃止する。

⑥ 小売業については、多数の量販店等による安売り競争の状況を脱却し、

生産者と量販店等の双方がメリットを受ける農産物の安定した流通を確
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保するため、消費者ニーズに合った多様な商品を適正な価格で提供する

ビジネスモデルの構築に向けて、国は、事業再編や業界再編を推進する。

また、量販店等は、農業者の再生産の確保も考慮し、双方でwin-win

な関係維持が可能な適正価格で安定的な取引が行われるよう配慮するも

のとする。

公正取引委員会は、量販店等の不公正取引（優越的地位の濫用による

買いたたき等）について徹底した監視を行う。

⑦ 国は、民間のノウハウを活用して、農業者が各種流通ルートについて、

手数料や取引条件等を比較して選択できる環境を整備する。

また、農産物の物流については、パレット化やＩＣＴを活用した共同

配送等の効率化によりコストを削減する等の取組を推進する。

⑧ 加工業については、生産性の低い工場が乱立している種類の加工業界

（製粉、乳業等）について、国は、国際競争に対応できる生産性の確保

を目指した業界再編・設備投資等を推進することとし、政府系金融機関

の融資、農林漁業成長産業化支援機構の出資等による支援を行う。

⑨ 上記改革を推進するため、農産物の流通・加工に関し、国の責務、業

界再編に向けた推進手法等を明記した法整備を進める。

⑩ 上記改革を推進するため、金融機関による流通加工関連産業の生産性

向上に資する経営支援や資金供給の促進、政府系金融機関や農林漁業成

長産業化支援機構等との連携強化等を図る。

（２）（１）に関連する全農の農産物の売り方

農産物の流通加工構造を改革するためには、流通・加工業界（中間流通、

量販店、加工業等）の業界再編と合わせて、これに資する全農の農産物の

売り方の見直しが必要である。

① 農産物の様々な価値を市場に届けるための販売体制強化

○ 全農は、農業者のために、実需者・消費者へ農産物を安定的に直接

販売することを基本とし、そのための強力な販売体制を構築する。

○ このため、全農は、自らの体制整備と合わせ、農林中金等と密に連

携して、実需者・消費者への安定した販売ルートを確立している流通

関連企業への出資等を戦略的に推進する。また、出資等の効果を毎年

会員に明示し、その目的に即した効果がない場合は、出資等を速やか

に見直し、適切な措置を講ずる。

○ 全農は、上記を達成するため、農協改革集中推進期間内に十分な成
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果が出るよう年次計画を立てて、安定的な取引先の確保を通じた委託

販売から買取販売への転換に取り組む。

② 日本の魅力ある農産物を世界に発信する輸出支援体制の確立

○ 全農は、農業者のために、輸出先の国ごとに、強みを有する商社等

と連携して実践的な販売体制を構築する（合弁会社の設立、業務提携

等）。優先順位の高い国から取り組み、農協改革集中推進期間内に十

分な成果が出るよう年次計画を立てて、主要輸出先国について販売体

制の整備を進める。

なお、全農は、１（２）及び２（２）の自己改革を進めるため、役職員の

意識改革、外部からの人材登用、組織体制の整備等を行う。

また、１（２）及び２（２）の全農の自己改革が、重大な危機感を持ち、

新しい組織に生まれ変わるつもりで実行されるよう、全農は、年次計画やそ

れに含まれる数値目標を公表し、与党及び政府は、その進捗状況について、

定期的なフォローアップを行う。
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